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福祉事務所の役割と課題 (上)

―福祉事務所の成立から展開へ―

Role and Position of Social Welfare office

―Establishment and Development of Social Welfare office―

1章 福祉事務所制度の成立 と発展

1.福祉事務所制度の成立

福祉事務所制度の成立は､現行生活保護法改正

のプロセスで生じた保護の実施機関であると同時

に､社会福祉運営の実施機関であるという二重の

意味づけがされていたといえよう｡しかし､現実

には､福祉事務所機構は主として生活保護の実施･

運営に関わって形成されたといって良いだろう｡

旧生活保護法が昭和21年に制定されたが､この時点

では､生活保護を運営 ･実施するための行政機構は

なく､しかもその直接の実施機関は民生委員に委ね

られていたからである｡当時は､占領下であった

ことから､このような事態に対して総指令部の厳

しい指摘がなされ､保護事務を近代的な機構によ

って行うと同時に民生委員から専門吏員への変更

が求められた｡昭和24年 9月には､社会保障制度

審議会の｢生活保護制度の改善強化に関する勧告｣

が出され､そこでは､生活保護制度における最低

生活の明確化､不服申し立ての制度化及び欠格条

項の撤廃 と並んで､実施機関には､民生委展では

なく生活保護の事務にあたる専任吏員を置くよう

勧告されている｡さらに､同年11月には､｢昭和25

年度において達成すべき厚生省主要目標及び期 日

についての提案｣といういわゆる ｢6項目提案｣

が出された｡その内答は､公の責任から民生委員

を除去すること､社会福祉主事制度を創設するこ

と､福祉地区と福祉事務所の設置を行うことなど

が具体的に提案された｡1)

ここで重要なのは､福祉地区と福祉事務所の設置
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に関してであった｡その後､昭和25年10月､社会保障

制度審議会の勧告は､人口10万人の区域を単位とし

て､実施機関を市町村から都道府県知事に移すこ

とを提案したからである｡一方､同年12月には､

アメリカのシャウプ税制調査団の示唆によって設

置された ｢地方行政調査委員会議｣(通称神戸委員

会)から ｢行政事務再配分に関する勧告｣が出さ

れた｡この勧告は､民生行政 (生活保護等)に対

して､事務配分の基本的考え方を機関委任事務を

廃し､地方公共団体の事務に関し国の権力的行政

を排除し､地方自治の視点から国の行政関与の限

定を行った｡当時の厚生省の方針は､生活保護に

ついては国の事務に位置づけ､その実施は､独立

した行政機関によって行 うというものであり､こ

の勧告は､全 く逆の考え方を取ったわけである｡

当時の占領当局は､この勧告に対して批判的であ

ったため,｢行政事務配分の基本原則｣という覚え

書きを出し､｢神戸勧告｣の地方分権主義に対して

強い批判を行った｡その結果､従来の基本方針で

福祉事務所制度が成立することになるが､一方､

新しい組織を作るということに対しては､行政整

理 という視点から実現されず､妥協の産物として

福祉地区は設定されたが､福祉事務所は地方自治

体から切 り放された独立の組織とはならなかった｡

その結果､福祉事務所は､市においては必置とさ

れたが､それ以外については県が人口10万に-カ

所郡部福祉事務所を置くこととなり､町村につい

ては任意設置とされたのである｡2)

このような経緯で成立した福祉事務所は､かな

らずLも十分な役割を果たすにはいたらなかった｡

それは､社会福祉主事が専門職 とされながら､そ
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の実態は､経過措置(社会福祉事業法付則第五項)

を受けた社会福祉主事がかなりの数に登 り､｢時代

の要請である高度な､専門技術を駆使してのケイ

スワークとは､およそほどとおい劣悪な処遇技術

しか身につけていないものが多く､永年､豊富な

経験を有する民生委員から批判される｣3)という状

況にあったからである｡当時､社会福祉主事の職

務内容は､福祉三法の事務の執行を補助すること

とされ､木村忠次郎氏はそれを､｢福祉三法につし~-

ての現業を行うときは､ジェネリック･ケース ･

ワーカーとなることが､正しい姿(であり)､ケー

スワーカーには､家庭訪問月､面接員 (訪問しな

いもの)との二種に大別 (され)現業を行う所員

は､面接､調査､判別､生活指導という方法によ

り､ケースワークを行う｣4)と定義づけている｡こ

の時点で､社会福祉主事の専門性の強調と具体的

な職務内客が､ケースワークの名のもとに形だけ

位置づけられていたことが､その後の福祉事務所

制度の議論に大きな問題を投げかけることになる

のである｡

このような福祉事務所を取 り巻 く問題に対処す

るため､厚生省は､昭和28年 2月 ｢福祉事務所運

営指針｣を出し､その中で福祉事務所の職員の質

と量の充実､現業機関としての性格の明確化のた

めに､業務の標準化や組織形態の標準化を提示し

た｡福祉事務所の標準的組織形態は､次の三つの

類型に分類された｡A型の福祉事務所は､独立の

組織で福祉三法のみを所掌し､B型の福祉事務所

は､独立組織で福祉三法の他､その他の社会福祉

事務を所掌し､この場合は事務の量と質に応じた

所要人月を必ず確保することとし､福祉三法の専

門技術化の要請に応えるように措置することとさ

れた｡C型の福祉事務所は､郡部福祉事務所で独

立設置が困難な場合には地方事務所等の内部組織

で福祉三法のみを所掌するとし､事務の簡素化や

関係する法律の事務処理について進めることとし

た｡この三つの類型は､最初はA型で出発し､職

貝の質と量が確保できた段階でB型に移行すると

し､C型は､法律上の暫定的なものとして､将来は

避ける方が法の主旨の合致するという考え方から

もたらされたものである｡(図1参照)｡

この指針は､福祉事務所の設置状況の未整備状

況の中で､現業機関としての性格をいかに位置づ

図 1 標準的な福祉事務所の組織形態
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けるかという課題に対処することが最大の目的で

あったと考えられよう｡その意味では､この指針

の果たした役割についての積極的な評価はできよ

うが､福祉事務所が指針で求められた現業機関と

して確立するのは､福祉六法の確立を待たなけれ

ばならなかったといえよう｡このことは､前述の

社会福祉主事に求められた専門性を発揮するため

の組織機構の不備や実施体制の確立にも影響して

いたことは想像に難くなかろう｡社会福祉主事制

度の問題は､その後の福祉事務所制度の一つの重

要な課題となる､現業貝の量的 ･質的不備によっ

ていっそう困難な状況を露呈することになるので

ある｡

2.福祉事務所制度の確立

福祉事務所は､昭和28年10月の町村合併促進法

の施行以来増加し､昭和35年 7月現在郡部367カ

所､市部 641カ所､町村2カ所の合計 1,010カ所
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となっている｡しかし､町村の合併は､従来の地

方事務所管轄区域の著しい変動 をまねき､地方事

務所の統合や廃止を生 じさせた｡さらに､昭和30

年以降は､都道府県の出先機関の縮少や行政機構

の簡素化 という理由から地方事務所の整理が行わ

れ､福祉事務所の減少がみられている｡このこと

と関連 して､市に設置されている福祉事務所は､

管轄人口が 5万以下のものが 4割以上存在し､規

模の適正な福祉事務所が少ないことが指摘されて

いる5)0-万郡部福祉事務所では､いまだ内部組織

が18県88カ所存在し､町村合併によって従来の区

域が寸断され飛地が多く､広範な地域を管轄しな

ければならない問題をかかえていた｡現業員の充

足率では､市部98.5%､郡部76.6%となってお り､

69

郡部の充足率が低 くなっている｡また､現業貞一

人当りの担当世帯数では､法定担当ケース数以上

は市部232カ所で､郡部287カ所で､郡部を中心に

社会福祉主事-の過重な事務量の負担が指摘 6)さ

れた｡さらに精神薄弱者福祉法の制定は､援護事

務の増加 を必要 とすることになり､これに対応す

るため､現業員の増員が地方交付税の積算に具体

的な措置が講 じられることとなった7)｡また､｢査

察指導員｣8)の配置状況は､郡部120カ所､市部183

カ所でまった く任命されていない状況に対 して､

福祉事務所の機能の重要性に対する認識の欠如で

あると指摘されている｡

昭和35年以降､精神薄弱者福祉法､老人福祉法､

母子福祉法が制定された｡これにともなって､福

表 1 児童相談所と福祉事務所 (家庭児童相談室)の関係

児 童 相 談 所 福祉事務所 (家庭児童相談室)

1 児童に対する各般の問題につき家庭その他 -1 児童及び妊産婦の福祉に関し､必要な事情

からの相談に応ずること○ の把握に努めること○

般 2 児童及びその家庭につき､必要な調査なら 2 児童及び妊産婦の福祉に対する事項につい
びに医学的､心理学的､教育学的､社会学的､ て相談に応じ､必要な調査を行い及び個別的

的 及び精神衛生上の判定を行うことo に又は集団的に必要な指導を行うこと並びに

莱 3 児童及びその保護者につき前号の調査又は これ等に附随する業務を行うことO/

務 判定に基づいて必要な指導を行うこと04 児童の一時保護を行うこと (児童福祉法第15条の2) (児童福祉法第18条の2)

措置 1 第26条の措置をとることo 1 第25条の2の措置をとること○
2 第27条､第27条の2度び第31条の措置をと 2 第22条孝び第23条の措置､更に市町村福祉

ること○(知事の委任による) 事務所にあつては第24条の措置をとることo

檎 (知事又は市町村長の委任による)

ケ 1 医学的､心理学的､教育学的､社会学的及 1 要助産施設入所者､要母子寮入所者､要保び精神衛生上の判定を要する治療困難な重症 育所入所児等､要措置世帯及び児童ケース

ー ケース 2 生活保護世帯児童の調査､診断､要措置ケ

ス 2 触法､ぐ犯児童として通告のあったケース -ス

の 3 福祉事務所から通告､送致された重症ケース 3 児童相談所からの指導委託ケース

分 4 緊急一時保護鬼 (家出､浮浪､遺棄児) 4 施設入所中の児童の家庭環境等調査委訪ケ

担 5 児童福祉施設収容措置ケース -ス
( 6 家庭裁判所へ送致ケース 5 問題が一過性の比較的軽症ケース

･家庭児童相談 室の運営について｣ (昭 和 39･ 4･22 児発第 360号 各 莞豊富禁等書 あて 厚生省児童局長通知 )
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祉専門職は､社会福祉主事のほかに精神薄弱者福

祉司､老人福祉指導主事､母子相談員が設置され､

その専門的な職務が通知等で具体的に示された9)｡

しかし､現実には､個別専門的力量を発揮するよ

うな体制や職員の充足が図られるのは40年代にな

ってからであった｡また､昭和39年には､厚生省

の児童局が児童家庭局に改称され､家庭児童対策

の具体化 として､福祉事務所に家庭児童相談室が

5年計画で設置されることとなった(表 1参照)0

各相談室には､家庭児童福祉業務に従事する社会

福祉主事一人と､主として面接指導を行 う非常勤

の家庭相談員二人が置かれることになったのであ

る10)｡このように､福祉事務所は､社会福祉三法

から六法への移行の中で､専門職貝や業務につい

ての位置づけがほぼ現在の形を取るようになった

のである｡

福祉事務所現業貝については､昭和43年に福祉

五法に関する実施体制の確立を目的とした現業員

の増員が地方交付税によって措置され､標準団体

の一つの福祉事務所について2人が新たに増員さ

れることとなった｡具体的には､人口10万人に対

して2人､人口10万に満たない場合は 1人以上を

配置することとされた｡実施方法は､現におかれ

ていろ現業月の数が社会福祉事業法15条の規定に

より算出された数を超える場合をのぞいては現業

貝を振 り替えて配置することのないよう指示が出

されている(｢福祉事務所の現業を行う所員につい

て｣昭和43.3.2 社庶82号 各都道府県知事

指定都市市長宛て 厚生省社会局長通知)Oまた､

翌年には､同様の趣旨でさらに2人の増員の通知

が出され (昭和44年 2.24 社庶82号)､合計4名

の増月が図られた11)｡

昭和45年には､｢福祉事務所における福祉五法

の実施体制の整備について｣ という新たな通知が

出されたCこの通知では､｢地方交付税における基

準財政需要額算定の基礎となる単位費用積算基礎｣

にもとづ く2名の増員が行われると同時に､昭和

43年以来3年間で増員した6名の現業貝をもとに､

新たな福祉五法の実施体制 と配置基準を設けた｡

その特徴は､第一に､増員の基本方針を明確にし､

福祉措置の専門性の充実及び向上を図ることをあ

げており､第二に､福祉五法における各法別担当

制を提示し､具体的な人員配置を提示している(図

図 2 福祉事務所模準組織図 (人口10万の場合)

表 2 福祉五法担当現業鼻の増員について

区 分 市 部 郡 部

老 人 福 祉 法 2名 2名

身 体 障 害 者 福 祉 法 1 2

精 神 薄 弱 者 福 祉 法 1 1

児童福祉法及び母子福祉法 2 1

2参照)｡第三には､これらの増員によって新たな

福祉事務所の組織として､｢福祉事務所標準組織図｣

による具体的な運営及び業務内容が示された (義

2･3参照)0

福祉事務所の成立以来､福祉三法から六法- と

法制度の充実が図られた一万､現実の職員配置は､

必ずしも社会福祉主事の増員をともなったものと

はならなかった｡その結果､福祉六法体制の確立

は､福祉事業所の業務範囲の拡大にともなう組織

機構の確立が目指されながらも､生活保護の法律

に基づ く社会福祉主事の配置に基づ く実施体制に
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表 3 福祉事務所標準組織図の説明

区 分 業 務 内 容 等

組 織 及 び 機 構

1 総 務 課

2 相 談 室

3 福 祉 課

(1) 家庭 児童相談室

(2) 児童 ･母 f一組 当

(3) 身体障害者福祉司

(4) 精神滞貯者福祉司

(5) 老人福祉指導主事

4 保 護 司

福祉事務所の標準組織は､原則として総務課､相談室､福祉

課及び保護課の三課一室をもって組織するものとする｡

社会課は､福祉六法以外の社会福祉業務を扱う課とする｡

総務課は､庶務一般､経理及び統計事務を所掌するほか､

地域福祉計画の策定及び社会調査業務を行うものとする｡

相談室は､来所者等に対する面接相談業務を行うものとす

る｡職員の構成は､面接員のほか母子相談員及び婦人相談員

とする｡なお､面接員は広 く社会福祉全般の相談 ･助言に応

じ得る者を配置し､格付けは査察指導員と同格とする｡

福祉課は､児童福祉法､身体障害者福祉法､精神薄弱者福

祉法､老人福祉法及び母子福祉法の福祉立法に関する業務を

行うものとするo

(症.生活保護の重複ケースについては､保護台帳とは別に

福祉課においてもそれぞれ所定の台帳を整備するものとする｡)

家庭児童相談室は､福祉課に所属し､家庭児童福祉主事及

び家庭相談員は､福祉課長の指導監督を受けるものとするO

児童 ･母子担当の現業員は､家庭児童相談室で扱う以外の

家庭児童福祉に関する一般的現業業務並びに保育所､母子寮

及び助産施設の措置事務を行うものとする｡

査察指導員は､福祉課長又は家庭児童福祉主事が兼務 して

も差支えないものとするO

身体障害者福祉司は､現業員に対し指導監督を行うことが

できるよう査察指導員に補職するものとする｡

精神薄弱者福祉司は､現業員に対し指導監督を行うことが

できるよう査察指導員に補職するものとするO

老人福祉指導主事は､現業員に対 し指導監督を行うことが

できるよう査察指導員に補職するものとする｡

保護課は､生活保護法を担当する課とする｡

比べ ､五法担当現業貝の実質的な体制は､これま

で以上に希薄化 をもたらす結果 となった といえよ

う｡ また､この実施体制の問題は､後に述べ るよ

うに､昭和40年代における社会福祉問題のニーズ

の高 まりを背景に､福祉事務所における福祉五法

体制は､単なる人員の問題では解決困難な､専門

性 とニー ズに対応 した組織体制の必要性が迫 られ､

この解決 を目指 した諸答申が出されることになる

のである｡
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2章 福祉 事務所制度 におけ る

実施体制 の問題構造

1.社会福祉の専門性 と福祉事務所

昭和42年に出された ｢東京都における社会福祉

専門職制度のあ り方に関する答申｣(｢中間答申及び

最終答申｣東京都社会福祉協議会)は､社会福祉

六法が確立 して以降の社会福祉の専門職 と福祉事

務所 との関係について､地方 自治体 レベルではあ
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表 4 社会福祉の分野に置かれる専門識者､準専門識者

専 門 職 ソーシャル .ワーカー サイコロジス ト 教 育 者 …養護職員

スペシャリスト 精 神 医 学 医 療ソーシャル. ソーシャル. ソーシャル. 児童指導員ワ ー カ ー ワ ー カ ー ワ - カ ー 心理職者 児童指導員 児童指導員 (施設種別)

専 門 職 者準専門職者 (上 級 精 神 医 学 医 級;-1 芸′二 ;-1 芸,1 ;-1 芸,萱 去童指導員辛冨㌢ 芸,買 完童指導警 上 級 上 級心理職者 児童指導員◆初 級 中 級心理職者 児童指導員 上 級児童指導員中 級児童指導員 上 級養護職員中 級養護職員

注 :*印は､本文ではじめ中級ソーシャル ･ワーカーおよび中級心理職者と呼んだもの｡

るが､はじめて具体的に検討したものとして興味

深い｡この答申では､福祉事務所が生活保護に関

する業務が中心 となっていることに対する是正の

必要性が指摘され､新たな福祉ニーズ-の対応を

目的とした提言がなされた12)｡現状の福祉事務所に

対する是正の方法は､｢生活保護中心の公的扶助部

門を分離して独立の生活保護事務所を作 り､それ

とは別に専門福祉サービス機関を設けて､二本立

て｣にする方法と､｢生活保護以外のサービス部門

を充実して､生活保護に対するその総体的比重を

高め､公的扶助 と福祉サービスの均衡 を保つ｣(同

答申より)ことにより福祉の総合センターとして

位置づける方法の二つが検討され､最終的には後

者の考え方を採用することとなった｡具体的内容

は､公的扶助部門について､生活保護ケースを包

括的に扱うが､収支認定と経済給付で足るケース

が多いことから､この部分は一般行政職で対応す

るとしている｡また､少数の複雑な問題を抱えた

生活保護ケースについては､生活指導を強化する

ため専門知識､技術を持ったソーシャル ･ワーカ

ーが集中的に対応するというものである｡福祉サ

ービス部門は､児童､身体障害者福祉､精神薄弱

福祉､老人福祉､家庭福祉の小部門に分け､専門

的な技術指導を行 うソーシャル ･ワーカーが援助

を行 うとされた｡特に児童福祉部門は､将来児童

福祉法に基づ く措置権を児童相談所から福祉事務

所に移管し､児童相談は､児童 に関する問題 の

専門的診断 ･治療機関とすることが考えられてお

り､これまでの福祉事務所制度についての考え方

に大きな変化をもたらすものであった｡さらに､

この答申では､福祉事務所は福祉センターとして

の機能を強化するために､将来的に技術援助や専

門的な助言を行 うコンサルタントと､所管地域の

地域福祉活動に従事するコミュニティワーカーを

配置することなどが提言されている｡

この東京都の答申は､ちょうど公的扶助 (生活

護)とケースワーク問題について､現場でも論争

となっていたサービスと経済給付の分離の可能性

を正面から議論していた点が興味深い｡さらに､

扶助 と福祉サービス部門の分離という問題を指摘

しながら､その後の福祉センター化構想につなが

る問題をはじめて示 している｡しかも､社会福祉

主事をソーシャルワーカーという専門職 として位

置づけ､福祉事務所における専門性を論 じること

により､福祉六法体制での福祉事務所を社会福祉

の専門機関として積極的に意味づけを提示した点

では評価することが出来よう(表 4参照)｡

2.新福祉事務所運営指針と福祉事務所

福祉事務所制度の創設20周年にあたる1971年､

厚生省は､1970年代を展望 した新しい福祉事務所

のあり方を示した ｢新福祉事務所運営指針｣を発
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六披羅詩朗 福祉事務所の役割と課題(上)

表した｡

この指針の中で､福祉事務所の機能は､｢従来の

生活保護から､次第にその他の社会福祉施策へ と

重点を移し､同時に､福祉に関する総合福祉セン

ターとしての機能が十分に発揮できるように､機

構､職員を含めて､その体制 を変えていく｣13)こと

の必要性が強調されている｡また､福祉事務所の性

格は､｢社会福祉行政を最も効果的に運営するため

に設けられた社会福祉行政の中核的な第一線の現

業機関｣と位置づけている｡さらに､福祉事務所

は､住民に直結した現業サービス機関であると同

時に､現業サービス機関としての性格から､単に

書類の作成や許認可事務を行 う ｢お役所｣ではな

く､住民が必要 としている福祉サービスを直接住

民に提供する機関であることを強調している｡

現業サービス機関の条件は､第-に､第-線の

窓口としての機動力を持った｢迅速性｣､第二に､

行政の最先端に立って住民の直接-ダに触れてサ

ービス行政を行う機関としての｢直接性｣､第三に､

問題をかかえて相談に来る人に対する診断技術や

処遇技術が社会福祉行政の専門性 として位置づけ

られるような ｢技術性｣が必要であるとされてい

る｡｢新福祉事務所運営指針｣では､このような現

業サービス機関の特色は他の事務処理機関と峻別

されなければならず､これらの要素がなければ福

祉事務所としての存在意義はなくなってしまうほ

ど重要であることを力説している｡

｢新福祉事務所運営指針｣では､以上のような福祉

事務所の性格､機能や特色を実現していくという視

点から､福祉地区問題､専門職制､変動する社会-

の対応という三つの点から福祉事務所問題につい

て検討･整理されている｡福祉地区問題では､当時

自治省が推進 していた広域市町村圏の圏域設定構

想を例に､市町村が｢連合｣して福祉事務所を設置す

ることを提案している｡さらに､現在問題にされて

いる保健 と福祉の連携 という視点からも積極的考

え方を示しているoLかし､保健所のあり方に関わ

る問題については､今後の課程 (当時の厚生大臣の

諮問機関である保健所問題懇談会での検討を参考)

として具体的には言及していない｡専門職制の問題

では､社会福祉主事制度 (いわゆる三科目主事の実

態や資格認定講習会など)が経過措置のままできて

いることに対 して疑問を投げかけている｡しかし､
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具体的な万策については､当時の社会福祉従事者

の身分 ･資格を検討している中央社会福祉審議会

の職員問題専門分科会での審議に委ねるとするに

とどまっている｡

福祉事務所における組織 ･運営体制では､現業

活動の充実 という視点から､｢福祉事務所標準組織

図｣(図3､4参照)が示され､福祉五法の強化を標

準組織に再編成して行 うことが明らかにされてい

る｡従来､福祉事務所が生活保護事務所化してし

まったのは､生活保護が持つ緊急性や福祉三法か

ら六法になったにも関らず､福祉五法を担当する

現業員の増員を現場の福祉事務所が行わなかった

ことによるとされ､指導監査体制 も福祉五法の面

では不十分であったことによるという問題点が指

摘されている｡新 しい標準組織機構は､従来の庶

務課､保護課の二課制から､保護課(生活保護法)

図 3 福祉事務所標準組織図 (管内人口10万の場合)

(1事務所当り六法対象人員)

被 保 護 世 帯 447

身 障 者 895

精 薄 者 344

老人(65歳以上) 4,976

母 子 世 帯 349
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図4 人ロ5万の市部福祉事務所標準組織図

(1事務所当り六法対象人員)

被 保 護 世 帯 223

身 障 者 448

精 薄 者 172

老人(65歳以上) 2,488

母 子 世 帯 175
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と福祉課 (福祉五法)にそれぞれ所管課を分けて

いる｡さらに､標準組織は､管内人口によって10

万人の場合 と5万人の場合 というように､小規模

福祉事務所の多い現実 を想定 した組織図を掲げて

いる｡特に､福祉課は､各福祉司及び指導主事を

もとにスペシフィックな体制を取ることによって､

密度の高い専門職制 を可能にしようという意図を

持っているといえようoスペシフィックな体制 を

とることになった理由は､厚生省が実施 した五法

現業貝に対する調査結果を参考に次のようにまと

められている｡第一は､住民が求めるのは専門的

サービスであるため､一人のワーカーが福祉五法

に精通することが困難なこと､第二は､担当事項

に責任を持ってきめ細かなサービスができること､

第三は､行政効率がよいこと､第四は､今後の福

祉五法は複雑 ･多様化 し､高度化されるというこ

とがあげられている｡

福祉施策の領域の拡大や 多様化が必要な背景は､

急速な経済社会の発展 と地域社会の変化､住民生

活の変貌であるとされている｡そして､福祉事務

所は､地域計画の視点から､地域住民の福祉に関

するセンターとして､機能の充実 ･強化が求めら

れて､｢地域住民の生活に現れた多様な福祉ニー

ドを的確 に把握 し実状に即 して計画的､効率的

な福祉施策の推進｣が必要 とされている｡また､

地域福祉計画の必要性が強調 されなければなら

ない理由 としては､①福祉問題の 多様化に対す

る的確 な福祉問題の把握 と適切 な福祉計画､②

地域住民を対象 とした福祉施設と在宅サービスの

体系化､③福祉施設の地域的アンバランス解決の

ための長期的 ･計画的な行政施策､④市町村の長

期計画の策定や ｢新経済社会発展計画｣などを背

景 とする福祉行政の計画化の必要性､(9合理的な

運営､⑥社会福祉-の住民参加の促進であると述

べている｡

そのほか､運営指針では､具体的な地域福祉計

画の構成､計画の策定の手順が詳細に説明され､

さらに､社会福祉のニー ド把握の視点か らは､福

祉需要の測定について説明がなされている｡

このように､｢新福祉事務所運営指針｣は､昭和28

年に出された ｢福祉事務所運営指針｣から比較す

ると､福祉事務所の位置づけは､指針 としての内

容 自体の充実は一応はかられているといえる｡｢新

福祉事務所運営指針｣は､第一に､現業サービス

機関の機能を明確にした点に特徴があろう｡福祉

事務所は､サービス行政の機関であるということ

を明確にしている｡第二は､社会福祉の計画 とい

う視点から､地域のニーズの把握や当時の課題で

あった地域福祉 (コミュニティ ･ケア)や住民参

加の視点から､福祉事務所の果たす機能や役割が

論じられている｡第三は､現場の調査をもとに､

社会福祉主事の体制 を単法化 (スペシフィック)

の視点からその専門制について言及している点で

ある｡

しか しながら､社会福祉主事の専門性について

は､単純に増員すれば問題の解決が図られるとい

った認識にあり､｢技術性｣を強調 してはいるもの

の､その専門的力量を向上させるための検討はほ

とんど示されていなかった｡また､福祉事務所が､

生活保護中心であることの解決等が単なる人員配

置の変更 という形でかたずけられている点にも問

題があったといえよう｡
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六羅波詩朗 福祉事務所の役割と課題日二)

3.福祉センター化構想と福祉事務所

昭和46年､社会福祉事業法研究作業委員会は､

｢福祉事務所の将来はいかにあるべきか 一昭和60

年を目標 とする福祉センター化構想｣を打ちだし

た｡この構想は､1970年代に入って､｢公的扶助を

中心 とする福祉事務所の業務を一応評価 しながら､

戟後25年を経過して､公的扶助中心の福祉サービ

スから､地域福祉サービスを取 り入れた幅広い福

祉サービス体系-の転換｣14)に対応する福祉事務所

像を提起したともいえよう｡より具体的には､公

的扶助の占める比重が相対的に低下する中で､い

わゆる社会福祉のニー ドの多様化に対応する社会

福祉サービス体系のあり方を模索する中で､福祉

サービスの中枢機関として福祉事務所を位置づけ

ようとしたものである｡同時に､多様なニー ドを

持つ対象者は､現状では低所得階層である経済的

に貧困な世帯が中心であり､しかもこれらの人々

への対応は､必ずしも十分な状況ではない｡また､

これからの福祉事務所の方向は､｢ますます進行す

るであろう人口構成の変化､都市化の進行､経済

水準の向上にともなう社会福祉ニー ドの高度化､

多様化などを考える時､福祉事務所が貧困者中心

のサ-ビスにとどまっていては､今後ますます増

大することが予想される福祉事務所-の国民の期

待に応えてゆくことができない｣15)という問題意

識も有していた｡

この構想の一つの特徴は､公的扶助が年金制度

の充実によって､補助給付に近い制度に変わるで

あろうというイギリス型の公的扶助制度を想定 し

た考え方に基づ くものである｡第二に､年金など

の所得維持施策が充実すれば､将来的に制度上生

活保護の解体が生 じるという予測が前提 とされて

いる｡第三に､生活保護行政の考え方の中心にあ

るとされる経済給付とケースワーク ･サービスの

不可分の関係は､機能の分離が必然的であるとい

う認識である｡このような視点を前提として､福祉

事務所の今後の方向は､｢児童を中心 とする家庭間

題や､老人､障害者問題あるいは複雑で解決困難

な問題に対する真の専門的な質の高いサービスの

提供｣16)を目指すとの考え方が導き出されている｡

次にこの構想の実現方策については､①社会福

祉事業の実施責任は､市町村などの自治体が負う
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こと､②人口10万以上は単独設置､小さい市町村

は一部事務組合による設置を行 うこととされてい

る｡さらに､都道府県段階の児童相談所やそのほ

かの相談機関にある措置権限は､福祉センターに

集中して､｢措置に必要な軽易な判定業務｣につい

ても行えるような機能を新たに付加するとされて

いる｡これらの内容を踏まえて､福祉センターの

組織構成は､①福祉サ-ビス､②相談 (インフォ

メーションサービス､インテーク)､(診計画 (地域

福祉計画の策定､調整､福祉広報)､④ 集団活動

育成援肋､⑤経済給付め五部門によるとされた

(図5参照)｡

福祉センター化構想は､ある意味では福祉事務

所運営指針から一歩踏み出した形での､具体的な

提案がなされている点でこれまでの福祉事務所問

題に対する検討とは趣を異にしているといえる｡

しかも､その内答は､前述のようにイギリスを想

定した経済給付とサービスとの分離という大胆な

提起をしていることである｡さらに､福祉事務所

は､児童相談所の判定機能をも兼ね備えるような

ものとして位置づけられ､福祉事務所の積極的な

機能のあり方を提起したものであった｡しかしな

がら､当時の厳 しい批判からもわかるように､福

祉事務所は､サービス機関として位置づけられる

ことによって､年金制度の充実が貧困問題を解決

させるとの前提に立つことによって､結果 として

生活保護を軽視 しているという指摘もなされた｡

さらに､福祉事務所における生活保護の実施体制

は､現実の貧困問題の減少を必ずしも反映してい

るとはいい難 く､むしろ保護率の低下 といった問

題は､いわゆる ｢保護の適正化｣を背景にしたも

のと考えられよう｡構想は､保護率の低下を前提

として､福祉サービスの充実 という問題にのみ焦

点を当てた形で理解されたようにも思われる17)0

福祉事務所における福祉サービスの充実や判定機

能 という新たな機能は､各種相談所の統廃合を前

提 としているが､地域によってこのような方法が

可能であるかどうかといった視点からの検討がも

っと必要であったともいえよう｡その意味で､こ

れまでの福祉事務所が､福祉六法のバランスの取

れたきめ細かな対応をどのように進めるかといっ

た視点からの現状分析を踏まえたものであったか

どうかが問題 となる｡そのためには､ケースワ-
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図 5 福祉 セ ンター設置構想 (昭和60年代)

1.既存の児童相談所(139)､精神薄弱者更生相談所(48)､身体障害者更生

相談所(52)､婦人相談所(46)等を統合 し､｢社会福祉､判定指導センター｣

とする｡(カッコ内の数字は45年現在の設置数)

2.上記相談所は､高度の各種 (医療､心理､職能､教育)判定､指導､

治療業務の機関とする｡相談や福祉の措置などに関する業務は福祉セン

ターに移し､そこに集中する｡

1.地区内の福祉に関する総合センター として､相談､措置等の機能をこ

こに集中する｡また次に示す福祉サービスを行 うために必要な専門職貝

を配置する｡

2.福祉センターは次の諸機能をもつ｡

① インフォメーションサービス

② 総合インテ-クサービス

･福祉 ③ 児童､老人､障害者､一般家庭等の問題に対するソー

シャルワーカーによる福祉サービスと措置

児童､老人､障害者問題等 地域担当ソーシャル .

サ 各分野の専門家 と医師､ ワーカーによる福祉サ
心理判定員等で構成する ●ll.･...ー -ビスと措置O

l コンサルタント.チーム ソ-シャル .ワ-カー

ビス による指導助言､判定 数名に 1名のスーパー
バイザ-を配置

計画 (卦 地域福祉計画の策定 (市設置の場合)または計画の調

磐と指導 (複数の市町村にわたる場合)

⑤ 地域内の各種福祉施設､制度サ-ビス間の調軽

⑦ 児童､母親､青年､老人等のグループ活動を行 う市町

村､市町村社協等に対する活動援助

⑧ 経済給付 (年金補助給付)ケースワーク ･サ-ビスの

分離､所得調査方式の採用

1.福祉に関する軽易な日常的サービスは､原則として市 (小規模)町村

か直接行うようにする0

2.したがって､市町村の果すべき機能は､およそ次のような事項を含む

ことになろう｡

① 各種施設の設置 (県単位に設置すべきものを除 く)保育所､児童館､

老人いこいの家など｡

② 保育所等-の入所措置 (福祉センターの権限に属するものは除 く)

(診 在宅老人､障害者等へのホーム-ルパーの派遣事業､給食や洗たく

サービスなど各種のコミュニティ ･サービスの実施｡

④ インフォメーション､一般相談 (困難なケースは､福祉センター-

斡旋する)0

⑤ 児童､母親､青年､老人などのグループ活動の育成｡
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六波羅詩朗 福祉事務所の役割と課堪(上)

カーの配置が六法総合担当制のみで果たして可能

か､｢新福祉事務所運営指針｣の提示している単法

化の方向との関連性などの検討が不十分であった

ことも問題であったといえよう｡

4.実験福祉事務所の実施 と具体化の課題

実験福祉事務所は､厚生省が昭和48年度から50

年度までの3年間にわたり､全国16福祉事務所を

選んで地域の実状に応じた福祉事務所運営を行う

ことを通 じて､今後の福祉事務所のあり方を検討

しようという趣旨で実施されたものである｡具体

的には､福祉事務所の現業活動の実施体制につい

て､いわゆる福祉六法総合担当制 (ゼネリック ･

ケースワーク)と単法担当制 (スペシフィック ･

ケースワーク)のどちらの業務担当制がよいかを

模索しようといった視点から､福祉事務所を指定

して行われたことが注目されるであろう｡そのほ

かの実験検討事項では､①現業活動における町村､

民生委員等の役割分担､②地域福祉活動啓発のた

めの関係機関等との連携､③老人福祉活動の促進､

といった内容ごとにそれぞれ数カ所の福祉事務所

が指定された｡

特に注目されたのは､前述の実施体制について､

青森県東地方事務所及び広島県尾道の両福祉事務

所が､｢その処遇に当たり一人の現業貝によって幅広

い総合的な視野からの福祉活動を展開することが､

より効果的なサービスを提供できるとして総合担

当制｣を採用して実施されたことである｡実施に

よる評価は､総合担当制には一長一短があるとい

うことであった18)｡具体的な長所としては､①福

祉全般的な相談に応じられることから､信頼関係

が図られ易いこと､②現業員が同一業務の担当であ

るため､相互連帯意識による組織活動が図られた

こと､③生活保護の経験が福祉五法でも役立つこ

と､④連携の緊密化 と地域の福祉情報の迅速 ･的

確性の確保による対応が容易なことなどである｡

問題として生 じたことでは二①現業員の増員や査
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察指導､福祉司機能の強化の必要性のあること､

②現業貝が六法に習熟するまでの間の福祉事務所

の対応と研修の強化､(卦困難ケースへの対応のた

めの診断 ･措置会議の重要性､が指摘されている｡

特に､これらの問題の解決のための前提は､事項

別チームの編成を通 じて現業員の連携を図り､年

間の研修計画の実施や診断措置会議の定例開催な

どが重視される必要があるとされている｡さらに､

訪問調査活動については､単法担当制当時より回

数が 2倍に増加 してお り､生活保護を含めて活発

化している｡その結果､福祉事務所が地域の福祉

ニーズに対応した効果的な福祉サ-ビスの提供を

行うには､｢福祉事務所の在 り方 として現業員の所

要の増員を行いながら､現業活動については基本

的には福祉六法総合担当制により活動 を展開｣し

ていくことができれば､効果のあることが指定し

た福祉事務所の状況から評価 ･強調されているO

青森県などに代表される小地域総合担当制によ

る福祉事務所運営は､郡部福祉事務所の一つのあ

り方としては評価に値 しよう｡しかも､その内答

は､福祉センター構想の基本的考え方を継承した

ものとして､今 日においても意味のある方法の一

つ と考えられる｡ しか しなが ら､一部から肯定

的に評価されながらこのような方法が全国的に普

及しなかったのは､いくつかの条件を満たさなけ

ればならないことによるものといえる｡第一に､

全国の福祉事務所が､地方自治体における社会福祉

施策の実施体制の中で､充分な検討の上で位置づ

けられることがないこと､第二に､職員の研修や

職員採用といった自治体によって異なる要素を､

福祉事務所制度の改革として一般化し得なかった

ことがあげられる｡最後に､市部福祉事務所では､

さらに具体的な運営をするためにはかなりの組織

的変更や相談機関との調整を必要 としたことなど

が問題 として指摘できるであろう｡く未完)

(ろくはら しろう 助教授)

(1994.3.25 受理)
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